
空家等活用促進特別区域における取組み状況について(上野添・北野添地区）

R8.1.31時点
【空家情報届出関係】
①空家所有者への通知件数 31 件
②空家情報届出書の受理件数 15 件
③空家情報変更届出書の受理件数 0 件   
④空家でなくなった旨の届出書の受理件数（②のうち） 2 件
⑤空家情報届出非該当件数※ 3 件
⑥除却されたもの（空家情報届出書未提出のうち） 2 件
※空家情報届出非該当件数は通知送付後に所有者等より空家情報届出が必要な空家に該当しない

 旨の連絡があったもの。

【町連携団体（兵庫県宅地建物取引業協会）への情報提供関係】
町連携団体への情報提供同意件数 5 件
町連携団体への情報提供件数 2 件

・R6.1.19 空家等活用促進特別区域指定（上野添1丁目から3丁目、北野添1丁目から3丁目の市街化区域）

・第１回空家情報届出書提出依頼送付 R6.8.23       31 件
・第２回空家情報届出書提出依頼送付 R7.1.9 17 件
・第３回空家情報届出書提出依頼送付 R7.7.9 14 件

（参考）
空家情報の届出対象となる空家
・年間を通じて居住、その他の使用がなされていないもの
・年末年始、お盆、お彼岸のみの利用等、年間を通じて利用が1ヶ月に満たないもの
・一戸建住宅を物置としてのみ利用しているもの

届出等あり
計20件

資料２

1 



2 


